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市
で
は
、「
第
３
次
八
潮
市
行
政
改
革
大
綱
・
八
潮
市
行
政
改
革
集
中
改
革
プ
ラ
ン
（
計
画
期
間 

平
成
17
年
度
か
ら
22
年
度
）」

を
策
定
し
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
行
政
の
実
現
の
た
め
、
改
革
・
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
そ
の
取
組
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

現
在
は
、「
第
４
次
八
潮
市
行
政
改
革
大
綱
・
実
施
計
画
（
平
成
23
年
度
か
ら
27
年
度
）」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
の
行
政
改
革
の
歩
み
を
緩
め
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
改
革
・
改
善
に
取
り
組
み
ま
す
。

【
行
革
取
組
概
要
】

市長ふれあい訪問

取組項目 取組成果 ○
各
課
が
取
り
組
ん
だ
項
目
数
は
、
民
間
委
託
な
ど
の
推
進
や
職
員
定
数
管
理
の
適
正
化
お
よ

び
経
費
削
減
に
よ
る
財
政
効
果
な
ど
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
（
国
の
指
針
）
で
取
り
組
み
が
求

め
ら
れ
て
い
る
主
要
項
目
を
含
め
、
95
項
目
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

○
財
政
効
果
額
は
、
職
員
定
数
削
減
に
伴
う
人
件
費
の
抑
制
（
約
11
億
円
）
な
ど
に
よ
り
、
約

34
億
円
（
６
年
間
の
累
積
額
）
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

○
目
標
達
成
度
を
３
段
階
（
Ｓ
・
Ａ
・
Ｂ
）
で
評
価
。
目
標
以
上
に
達
成
で
き
た
「
Ｓ
」
は
13
項
目
、

目
標
通
り
の
「
Ａ
」
は
57
項
目
、
目
標
以
下
の
「
Ｂ
」
は
20
項
目
、
ま
た
、
取
り
組
ん
だ
結
果
、

導
入
す
る
こ
と
で
コ
ス
ト
増
や
不
効
率
に
な
る
こ
と
が
分
か
り
「
評
価
対
象
外
」
と
し
た
取

り
組
み
は
５
項
目
と
な
り
、
取
組
項
目
の
約
８
割
が
目
標
を
達
成
で
き
ま
し
た
。

□問
企
画
経
営
課
☎
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8
8
5

主な取組成果

市長車の運転業務に一部借上げ方式を実施し、
議長車の運転業務に再任用職員を活用した。
また、市バスは借上げ方式に変更した。
平成18年度に指定管理者制度の導入を開始し、
民間事業者などのノウハウを生かした市民サ
ービスのさらなる向上を図った。平成22年度
末現在、13施設に導入。
効果的かつ効率的に事務事業を処理し得る組
織体制の整備を検討し、平成21年度には、教
育委員会の所管であったスポーツ振興課を市
長部局に移管するなど組織改正を行い事務の
効率化を図った。
費用対効果や行政の守備範囲などを勘案し、
事務量に応じた計画的な定員管理を行い、行
政運営の効率化を推進した。
【職員数】平成17年度691人→平成22年度658人
基本研修、管理・監督者研修、専門研修などの
職場外研修を実施しながら人材育成を図った。
予定価格や入札結果などをインターネットで
公表し、入札・契約過程の透明性を確保した。
市民課受付窓口の記載台を改善し、申請や手
続き方法のお知らせなど、市民の視点に立っ
た窓口サービスの向上を図った。
プライバシーを保護するため、窓口にカウン
ターパーテーションを設置した。
市税および国民健康保険税をコンビニエンス
ストアで納付ができるよう納付窓口の拡充を
図った。
市ホームページに有料広告を掲載し、歳入確
保の向上を図った。
自治基本条例の制定にあたって、平成20年2月
から延べ114回市民検討委員会を開催。平成22
年12月22日に公布した（施行は平成23年7月1日）。
町会・自治会を対象に「市長とまちづくりを
語る集い」を、各種団体を対象に「市長ふれ
あい訪問」を実施し、市民との協働によるま
ちづくりの推進を図った。
下水道使用料を見直し、下水道施設の維持管
理の充実を図るとともに、下水道普及率およ
び水洗化率の向上に努めた。
市内全小中学校において学校評価システムを
導入し、自己評価および学校関係者評価を実
施した。

大綱１
事務事業の整理合理化につ
いて

大綱６
ＩＴを活用した業務改革・
窓口サービス等の向上に
ついて

大綱７　自主性・自立性の高
い財政運営の確保について

大綱８
市民との協働による市政の
推進について

大綱９
公営企業等の経営健全化に
ついて
大綱１０　
新たに検討を進める課題に
ついて

大綱２
市民ニーズ・行政ニーズに
対応した組織体制について

大綱３
定員管理及び給与の適正化
等について

大綱４
人材の育成・確保について
大綱５　公正で透明性の高
い行政運営の推進について

市内全域における放射線量の測定結果（８月）市内全域における放射線量の測定結果（８月）

放射線量測定一覧表

　市では、携帯用簡易測定器により、市内59地点で２週間に１回放射線量
の測定を行っています。
　市では、携帯用簡易測定器により、市内59地点で２週間に１回放射線量
の測定を行っています。 　東北地方太平洋沖地震緊急対策担当☎　３51○内□問

※放射線量の測定は、簡易型シンチレーション式放射線測定器(クリアパルス株式会社製 A2700型 Ｍr.Ｇamma)
　を使用しています。この測定値は、携帯用の簡易測定器であるため、あくまで参考値であることをご承知ください。

※8月19日は雨天のため8月26日に実施


